
○

金
融
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
平
成
二
十
九
年
個
人
情
報
保
護
委
員
会
・
金
融
庁
告
示
第
一
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線

で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
条
を
加
え
る
。
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（
）

意
見
募
集
対
象
は
赤
字
部
分

改

正

前

改

正

後

目
次

目
次

第
１
条

［
略
］

第
１
条

［
同
左
］

第
２
条

利
用
目
的
の
特
定
（
法
第
17条

関
係
）

第
２
条

利
用
目
的
の
特
定
（
法
第
15条

関
係
）

第
３
条

同
意
の
形
式
（
法
第
18条

、
第
27条

、
第
28条

及
び
第
31条

関
係
）

第
３
条

同
意
の
形
式
（
法
第
16条

、
第
23条

及
び
第
24条

関
係
）

第
４
条

利
用
目
的
に
よ
る
制
限
（
法
第
18条

関
係
）

第
４
条

利
用
目
的
に
よ
る
制
限
（
法
第
16条

関
係
）

第
５
条

［
略
］

第
５
条

［
同
左
］

第
６
条

取
得
に
際
し
て
の
利
用
目
的
の
通
知
等
（
法
第
21条

関
係
）

第
６
条

取
得
に
際
し
て
の
利
用
目
的
の
通
知
等
（
法
第
18条

関
係
）

第
７
条

デ
ー
タ
内
容
の
正
確
性
の
確
保
等
（
法
第
22条

関
係
）

第
７
条

デ
ー
タ
内
容
の
正
確
性
の
確
保
等
（
法
第
19条

関
係
）

第
８
条

安
全
管
理
措
置
（
法
第
23条

関
係
）

第
８
条

安
全
管
理
措
置
（
法
第
20条

関
係
）

第
９
条

従
業
者
の
監
督
（
法
第
24条

関
係
）

第
９
条

従
業
者
の
監
督
（
法
第
21条

関
係
）

第
10条

委
託
先
の
監
督
（
法
第
25条

関
係
）

第
10条

委
託
先
の
監
督
（
法
第
22条

関
係
）

第
11条

個
人
デ
ー
タ
等
の
漏
え
い
等
の
報
告
等
（
法
第
26条

関
係
）

第
11条

第
三
者
提
供
の
制
限
（
法
第
23条

関
係
）

等

第
12条

第
三
者
提
供
の
制
限
（
法
第
27条

関
係
）

第
12条

保
有
個
人
デ
ー
タ
に
関
す
る
事
項
の
公
表
等
（
法
第
27条

関
係
）

第
13条

外
国
に
あ
る
第
三
者
へ
の
提
供
の
制
限
（
法
第
28条

関
係
）

第
13条

開
示
（
法
第
2
8条
関
係
）

第
14条

個
人
関
連
情
報
の
第
三
者
提
供
の
制
限
等
（
法
第
31条

関
係
）

第
14条

理
由
の
説
明
（
法
第
31条

関
係
）

第
15条

保
有
個
人
デ
ー
タ
に
関
す
る
事
項
の
公
表
等
（
法
第
32条

関
係
）

第
15条

開
示
等
の
請
求
等
に
応
じ
る
手
続
（
法
第
32条

関
係
）

第
16条

開
示
（
法
第
33条

関
係
）

第
16条

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に
よ
る
苦
情
の
処
理
（
法
第
35条

関
係
）

第
17条

理
由
の
説
明
（
法
第
36条

関
係
）

第
17条

個
人
情
報
等
の
漏
え
い
事
案
等
へ
の
対
応

第
18条

開
示
等
の
請
求
等
に
応
じ
る
手
続
（
法
第
37条

関
係
）

第
18条

個
人
情
報
保
護
宣
言
の
策
定
（
法
第
18条

、
第
27条

及
び
基
本
方
針
関
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第
19条

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に
よ
る
苦
情
の
処
理
（
法
第
40条

関
係
）

係
）

第
20条

個
人
情
報
保
護
宣
言
の
策
定
（
法
第
2
1条
、
第
32条

及
び
基
本
方
針
関

第
19条

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
見
直
し

係
）

第
21条

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
見
直
し

第
１
条

目
的
等
（
法
第
１
条
関
係
）

第
１
条

目
的
等
（
法
第
１
条
関
係
）

１
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
5年
法

１
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
15年

法

律
第
57号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

律
第
57号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
平
成
15年

政
令
第
507号

。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
、
個

施
行
令
（
平
成
15年

政
令
第
507号

。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
、
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
28年

個
人
情
報
保
護
委
員

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
28年

個
人
情
報
保
護
委
員

会
規
則
第
３
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
及
び
個
人
情
報
の
保
護

会
規
則
第
３
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
及
び
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
基
本
方
針
（
平
成
16年

４
月
２
日
閣
議
決
定
。
第
20条

に
お
い
て

に
関
す
る
基
本
方
針
（
平
成
16年

４
月
２
日
閣
議
決
定
。
第
1
8条
に
お
い
て

「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）

、
個
人
情
報
の
保

「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）

、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

並
び
に
関
係
法
令
を
踏
ま
え

を
踏
ま
え

護
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
通
則
編
）
（
平
成
28年

個
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
通
則
編
）
（
平
成
28年

個
人
情
報
保
護
委
員

人
情
報
保
護
委
員
会
告
示
第
６
号
。
以
下
「
通
則
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う

会
告
示
第
６
号
。
以
下
「
通
則
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
を
基
礎
と
し

。
）
を
基
礎
と
し
て
、
法
第
６
条
及
び
第
９
条
に
基
づ
き
、
金
融
庁
が
所
管

て
、
法
第
６
条
及
び
第
８
条
に
基
づ
き
、
金
融
庁
が
所
管
す
る
分
野
（
以
下

す
る
分
野
（
以
下
「
金
融
分
野
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
個
人
情
報
に
つ
い

「
金
融
分
野
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
保
護
の
た
め
の

て
保
護
の
た
め
の
格
別
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
、

格
別
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
及
び
当
該
分
野
に

及
び
当
該
分
野
に
お
け
る
事
業
者
が
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
に

お
け
る
事
業
者
が
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
に
関
し
て
行
う
活
動

関
し
て
行
う
活
動
を
支
援
す
る
具
体
的
な
指
針
と
し
て
定
め
る
も
の
で
あ
る

を
支
援
す
る
具
体
的
な
指
針
と
し
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

。
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
特
に
定
め
の
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
通
則

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
特
に
定
め
の
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
通
則

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ラ

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
（
外
国
に
あ
る
第
三
者
へ
の
提
供
編
）
（
平
成
28年

個
人
情
報
保
護
委

イ
ン
（
外
国
に
あ
る
第
三
者
へ
の
提
供
編
）
（
平
成
28年

個
人
情
報
保
護
委

員
会
告
示
第
７
号
）
、
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
第
三
者
提
供
時
の
確
認
・
記
録
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員
会
告
示
第
７
号
。
以
下
「
外
国
第
三
者
提
供
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。

義
務
編
）
（
平
成
2
8年
個
人
情
報
保
護
委
員
会
告
示
第
８
号
）
及
び
同
ガ
イ

）
、
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
第
三
者
提
供
時
の
確
認
・
記
録
義
務
編
）
（
平
成

ド
ラ
イ
ン
（
匿
名
加
工
情
報
編
）
（
平
成
28年

個
人
情
報
保
護
委
員
会
告
示

28年
個
人
情
報
保
護
委
員
会
告
示
第
８
号
）
、
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
仮
名
加

第
９
号
）
が
適
用
さ
れ
る
。

工
情
報
・
匿
名
加
工
情
報
編
）
（
平
成
28年

個
人
情
報
保
護
委
員
会
告
示
第

９
号
）
及
び
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
編
）
（
令
和
３

年
個
人
情
報
保
護
委
員
会
告
示
第
７
号
）
が
適
用
さ
れ
る
。

２
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
中
「
～
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
規

２
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
中
「
～
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
規

定
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
法
の
規
定
違
反
と
判
断
さ
れ
得

定
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
法
の
規
定
違
反
と
判
断
さ
れ
得

る
。

る
。

ま
た
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
中
「
こ
と
と
す
る
」
、
「
適
切
で
あ
る
」
及
び

ま
た
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
中
「
こ
と
と
す
る
」
、
「
適
切
で
あ
る
」
及
び

「
望
ま
し
い
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
金
融
分
野
に
お
け

「
望
ま
し
い
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
金
融
分
野
に
お
け

る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
及
び
個
人
関
連
情
報
取
扱
事
業
者
が
そ
の
規
定
に

る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
が
そ
の
規
定
に
従
わ
な
い
場
合
に
は
、
法
の
規
定

従
わ
な
い
場
合
に
は
、
法
の
規
定
違
反
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
当

違
反
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
当
該
規
定
は
、
金
融
分
野
の
個
人
情

該
規
定
は
、
金
融
分
野
の
個
人
情
報
の
性
質
及
び
利
用
方
法
に
鑑
み
、
個
人

報
の
性
質
及
び
利
用
方
法
に
鑑
み
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
し
て
、
金
融

情
報
の
取
扱
い
に
関
し
て
、
金
融
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
及

分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に
特
に
厳
格
な
措
置
が
求
め
ら
れ
る

び
個
人
関
連
情
報
取
扱
事
業
者
に
特
に
厳
格
な
措
置
が
求
め
ら
れ
る
事
項
と

事
項
と
し
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
金
融
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
取
扱
事
業

し
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
金
融
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
及
び

者
に
お
い
て
は
、
遵
守
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

個
人
関
連
情
報
取
扱
事
業
者
に
お
い
て
は
、
遵
守
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３
［
略
］

３
［
同
左
］

４
金
融
分
野
に
お
け
る
認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
が
個
人
情
報
保
護
指
針
を

４
金
融
分
野
に
お
け
る
認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
が
個
人
情
報
保
護
指
針
を

作
成
又
は
変
更
し
、
ま
た
、
金
融
分
野
に
お
け
る
事
業
者
団
体
等
が
事
業
の

作
成
又
は
変
更
し
、
ま
た
、
金
融
分
野
に
お
け
る
事
業
者
団
体
等
が
事
業
の

実
態
及
び
特
性
を
踏
ま
え
、
当
該
事
業
者
団
体
等
の
会
員
企
業
等
を
対
象
と

実
態
及
び
特
性
を
踏
ま
え
、
当
該
事
業
者
団
体
等
の
会
員
企
業
等
を
対
象
と

し
た
自
主
的
ル
ー
ル
（
事
業
者
団
体
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
）
を
作
成
又
は
変
更

し
た
自
主
的
ル
ー
ル
（
事
業
者
団
体
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
）
を
作
成
又
は
変
更
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す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
が
、
そ
の
場
合
は
、
認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
の
対

す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
が
、
そ
の
場
合
は
、
認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
の
対

象
事
業
者
や
事
業
者
団
体
等
の
会
員
企
業
等
は
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
当

象
事
業
者
や
事
業
者
団
体
等
の
会
員
企
業
等
は
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
当

た
り
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
令
、
通
則
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
個
人
情

た
り
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
令
、
通
則
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
本
ガ

報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
認
定
個
人
情
報
保

イ
ド
ラ
イ
ン
等
に
加
え
て
、
当
該
指
針
又
は
ル
ー
ル
に
沿
っ
た
対
応
を
行
う

護
団
体
編
）
及
び
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
に
加
え
て
、
当
該
指
針
又
は
ル
ー
ル

必
要
が
あ
る
。
特
に
、
認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
に
お
い
て
は
、
法
改
正
に

に
沿
っ
た
対
応
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
に

よ
り
、
認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
が
対
象
事
業
者
に
対
し
個
人
情
報
保
護
指

お
い
て
は
、
認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
が
対
象
事
業
者
に
対
し
個
人
情
報
保

針
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

護
指
針
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

５
金
融
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
個
人
情
報
の
漏
え
い
、

５
金
融
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
個
人
情
報
の
漏
え
い
、

滅
失
又
は
毀
損
（
以
下
「
漏
え
い
等
」
と
い
う
。
）
等
を
防
止
等
す
る
た
め

不
正
流
出
等
を
防
止
等
す
る
た
め
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
令
、
通

、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
令
、
通
則
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

則
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
従
い
、

、
関
係
法
令
及

及
び
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
ほ
か
、
関
係
法
令
等

に
従
い
、
個
人
情
報
の
適
正
な
管
理
体
制
を
整
備
す

個
人
情
報
の
適
正
な
管
理
体
制
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。

び
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等

る
必
要
が
あ
る
。

第
11条

個
人
デ
ー
タ
等
の
漏
え
い
等
の
報
告
等
（
法
第
26条

関
係
）

［
条
を
加
え
る
。
］

等

以
下
の
事
項
の
他
は
通
則
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
例
に
よ
る
（
施
行
規
則
第
７
条

各
号
関
係
に
限
る
。
）
。

１
金
融
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
施
行
規
則
第
７
条
各
号

に
定
め
る
事
態
を
知
っ
た
と
き
は
、
通
則
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
３

５
３
に
従

－
－

っ
て
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
（
法
第
147
条
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官

等
が
報
告
を
受
理
す
る
権
限
の
委
任
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
金
融

庁
長
官
等
、
法
第
165
条
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
の
長
等
が
報
告
を
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受
理
す
る
権
限
に
属
す
る
事
務
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
地
方
公
共
団
体
の

長
等
）
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
金
融
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
そ
の
取
り
扱
う

個
人
で
あ
る
顧
客
等
に
関
す
る
個
人
デ
ー
タ
の
漏
え
い
等
が
発
生
し
、
又
は

発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
事
態
を
知
っ
た
と
き
は
、
関
係
法
令
に
従
っ
て
、

監
督
当
局
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
金
融
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
態
（
前

項
に
規
定
す
る
事
態
を
除
く
。
）
を
知
っ
た
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
準
じ

て
、
監
督
当
局
に
報
告
す
る
こ
と
と
す
る
。

①
そ
の
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
漏
え
い
等
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お

そ
れ
が
あ
る
事
態

②
そ
の
取
り
扱
う
仮
名
加
工
情
報
に
係
る
削
除
情
報
等
（
法
第
41条

第
１

項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
加
工
の
方
法
に
関
す
る
情
報
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
情
報
を
用
い
て
仮
名
加
工
情
報
の
作
成
に
用
い
ら
れ
た
個
人
情
報
を

復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は

匿
名
加
工
情
報
に
係
る
加
工
方
法
等
情
報
の
漏
え
い
が
発
生
し
、
又
は
発

生
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
事
態

金
融
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
施
行
規
則
第
７
条
各
号

３

に
定
め
る
事
態
を
知
っ
た
と
き
は
、
通
則
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
３

５
４
に
従

－
－

い
、
本
人
へ
の
通
知
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
金
融
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事

態
（
施
行
規
則
第
７
条
各
号
に
定
め
る
事
態
を
除
く
。
）
を
知
っ
た
と
き
も

、
こ
れ
に
準
じ
て
、
本
人
へ
の
通
知
等
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
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①
そ
の
取
り
扱
う
個
人
デ
ー
タ
（
仮
名
加
工
情
報
で
あ
る
個
人
デ
ー
タ
を

除
く
。
）
の
漏
え
い
等
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
事
態

②
そ
の
取
り
扱
う
個
人
情
報
（
仮
名
加
工
情
報
で
あ
る
個
人
情
報
を
除
く

。
）
の
漏
え
い
等
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
事
態

③
そ
の
取
り
扱
う
仮
名
加
工
情
報
に
係
る
削
除
情
報
等
又
は
匿
名
加
工
情

報
に
係
る
加
工
方
法
等
情
報
の
漏
え
い
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ

れ
が
あ
る
事
態

４
第
１
項
及
び
第
２
項
に

金
融
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、

が
発
覚
し
た
場
合
は
、
当
該
事
態
の
内
容
等
に
応
じ
て
、
次

規
定
す
る
事
態

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
事
業
所
内
部
に
お
け
る
報
告
及
び
被
害
の
拡
大
防
止

②
事
実
関
係
の
調
査
及
び
原
因
の
究
明

③
影
響
範
囲
の
特
定

④
再
発
防
止
策
の
検
討
及
び
実
施

ま
た
、

の
内
容
等
に
応
じ
て
、
二
次
被
害
の
防
止
、
類
似
事
案

当
該
事
態

の
発
生
回
避
等
の
観
点
か
ら
、

の
事
実
関
係
及
び
再
発
防
止
策
等

当
該
事
態

に
つ
い
て
、
速
や
か
に
公
表
す
る
こ
と
と
す
る
。

。

備
考

表
中
の

の
記
載
は
注
記
で
あ
る

［
］
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